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⚠ 令和６年６月からの定額減税が実施されています                          

令和 6年 6月以降最初の給与（または賞与）から定額減税が実施されています。 

   （詳細は「国税庁ＨＰ 定額減税特設サイト」をご参照） 

   

 

 

⚠ 令和６年労働保険年度更新について                  

   本年度の労働保険年度更新の届け出期間は、6/3（月）～7/10（水）です。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm?v=747


 

 

 

改正育児・介護休業法、改正次世代育成支援法が成立しました              

 男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現す

るための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強

化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を目的とした改正法が成立しま

した。 

 

◆育児・介護休業法の改正ポイントと施行日 

①３歳以上、小学校入学前の子を養育する労働者に柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の

義務になります。【施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日】 

②小学校入学前の子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限（残業免除）を受けることが

可能となります。【施行日：令和７年４月１日】 

③３歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主

に努力義務化されます。【施行日：令和７年４月１日】 

④子の看護休暇が見直されます。【施行日：令和７年４月１日】 

⑤妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・

配慮が事業主に義務づけられます。【施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日】 

⑥育児休業取得状況の公表義務が従業員数 300人超の企業に拡大されます。【施行日：令和７年４月

１日】 

⑦介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置が事業主の義務になりま

す。【施行日：令和７年４月１日】 

 

◆次世代育成支援対策推進法の改正ポイントと施行日 

①法律の有効期限が、令和 17（2035）年３月 31日までに延長されました。【施行日：公布の日（令和

６年５月 31日） 

②育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が従業員数 100人超の企業に義務付けられます。

【施行日：令和７年４月１日】 

  詳細は今後政省令で定められますので、注視しておく必要があるでしょう。 

 

中小企業の賃上げ率 3.62％～日商調査より                       

日本商工会議所から、2024年４月時点の中小企業の賃上げ状況に関する調査が発表されました。ポイ

ントは次のとおりです。 

 

◆2024年度の賃上げ 

・2024年度に「賃上げを実施予定」とする企業は 74.3%と７割を超え、１月調査から 13.0ポイント

増。うち「防衛的な賃上げ」は 59.1％と依然６割近く。 

・従業員数 20人以下の企業では、「賃上げを実施予定」は 63.3％。うち「防衛的な賃上げ」は

64.1％。規模の小さな事業所では賃上げの動きがやや鈍く、厳しい状況。 



 

 

 

・「賃上げを実施予定」とする企業は、卸売業、製造業で８割超え。 最も低い医療・介護・看護業で

５割強（52.5%）と全業種で半数以上が賃上げ。 

・情報通信業、宿泊・飲食業、金融・保険・不動産業で「前向きな賃上げ」が５割超に達する一方、

運輸業では「防衛的な賃上げ」が 7割超（72.2％）と業種により差。 

 

◆正社員の賃上げ 

・正社員の賃上げは、【全体】賃上げ額（月給）9,662円、賃上げ率 3.62%（加重平均）。【20人以下】

賃上げ額（月給）8,801円、賃上げ率 3.34%（加重平均）。 

・業種別では、その他サービス業、小売業で４％台と高く、運輸業、医療・介護・看護業は２％台に

とどまる。 

 

◆パート・アルバイト等の賃上げ 

・パート・アルバイト等の賃上げは、【全体】賃上げ額（時給）37.6円、賃上げ率 3.43%（加重平

均）。【20人以下】賃上げ額（時給）43.3円、賃上げ率 3.88%（加重平均）。 

・業種別では、医療・介護・看護業、運輸業で４％台後半と高い賃上げ率。 

 

正社員の賃上げ率 3.62％は高い数字であり、日本商工会議所は中小企業に賃上げの動きが広がってい

ると分析していますが、報道では大企業との差はなお大きいとの声もあります。 

 

６月は「外国人雇用啓発月間」です                          

厚生労働省では、６月を「外国人雇用啓発月間」と定め、事業主団体などの協力のもと、事業主を対

象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて

積極的な周知・啓発活動を実施しています。 

 

◆今年度の取組方針 

今年は広く国民一般を対象に、「ともに創ろう、みんなが働きやすい職場～外国人雇用はルールを守

って適正に～」を標語として、次の取組みの実施を掲げています。 

①我が国の外国人雇用対策の基本的な考え方の周知 

②外国人雇用状況届出の厳格な履行確保 

③外国人雇用管理指針に基づく雇用管理改善指導等を始めとする外国人労働者の適正な雇用管理、労

働条件及び安全衛生の確保対策並びに助成措置の周知 

④特定技能外国人の適正な受入れに向けた助言・指導 

⑤定住外国人の就労支援及び安定雇用の確保 

⑥高度な技能を有する外国人材が能力を発揮しやすい職場環境の整備 

⑦留学生を始めとする「専門的・技術的分野」の外国人の就業促進 

⑧不法就労防止対策 

◆実施内容 

期間中の主な施策として、厚生労働省は、ポスターを作成・掲示するとともに、外国人雇用に係る留



 

 

 

意点等についての事業主向けのパンフレットを作成しています。パンフレットには、事業者への外国

人雇用状況届出義務の周知や、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するた

めの指針（外国人雇用管理指針）について掲載されています。また、都道府県労働局、ハローワーク

は、この指針等に関する「外国人雇用管理セミナー」を開催し、周知・啓発を行います。 

その他、「外国人雇用サービスセンター」や一部の新卒応援ハローワーク内に設置している「留学生

コーナー」で、留学生の就職支援を行っていることの周知や、求職者が仕事の探し方等について相談

できる「ハローワークコールセンター（多言語窓口）」や、全国のハローワークの窓口で利用可能な

電話通訳サービス「多言語コンタクトセンター」を活用した多言語対応による外国人求職者の職業相

談ができることの周知などを行います。 

 

  

７月の税務と労務の手続［提出先・納付先］                      

10日 

○健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限［年金事務所または健保組合］ 

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○特例による源泉徴収税額の納付＜１月～６月分＞［郵便局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出［公共職業安定所］＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

○労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限＜年度更新＞ 

［労働基準監督署］ 

○労働保険料の納付＜延納第１期分＞［郵便局または銀行］ 

 

16日 

○所得税予定納税額の減額承認申請＜６月 30日の現況＞の提出［税務署］ 

○障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

   

31日 

○所得税予定納税額の納付＜第１期分＞［郵便局または銀行］ 

○労働者死傷病報告の提出［労働基準監督署］＜休業４日未満、４月～６月分＞ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］  

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

○固定資産税・都市計画税の納付＜第 2期＞［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 


